
 

大津市介護施設等整備費補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市の区域内において介護施設等の建設等を行う者（以下「補助事業者」という。）に対し、予

算の範囲内において補助金を交付し、もって社会福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「介護施設等」とは、別表第１第１項の表に掲げる施設をいう。 

２ この要綱において「施設整備」とは、別表第１第２項の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助対象事業は、介護施設等の施設整備とする。 

２ 補助対象介護施設等ごとの補助対象者、補助基本額及び補助率等については、別表第２のとおりとする。 

 （補助金の交付対象外経費） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の交付を行わない。 

 (1) 土地の買収又は整地に要する費用 

 (2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用 

 (3) その他施設整備事業として適当とは認められない費用 

 （交付申請書） 

第５条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項の規定により市長

に提出しなければならない交付申請書は、大津市介護施設等整備費補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 申請額算出内訳書 

 (2) 事業計画書 

 (3) 収支予算書 

 (4) 定款、寄付行為等 

 （決定通知書） 

第６条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市介護施設等整備費補助金交付決定通知書（様式第２号）によ

り行うものとする。 

２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市介護施設等整備費補助金交付申請棄却（却下）決定通知書（様式

第３号）により行うものとする。 

 （補助金の交付条件） 

第７条 規則第６条第１項の規定により補助金の交付に当たり付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し

てその指示を受けなければならない。 

 (4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増

加した単価５０万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するま

で、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しては

ならない。 

 (5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付さ

せることがある。 

 (6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意

をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

 (7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開す

る組織の一の支部（支社、支所等を含む。）において、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（本社、

本所等を含む。以下同じ。）において消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の

申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。 

 (8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類



 

を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承

認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 (9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工

事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

 (10) この補助金に係る補助対象経費について、重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金に係る配分金又は日本船舶

振興会の補助金の交付を受けてはならない。 

 (11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受け

てはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。 

 (12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手

続の取扱いに準拠しなければならない。 

 (13) 補助金交付決定を受けた事業等の完了後１０日以内に大津市介護施設等整備費補助事業実績報告書を提出し

なければならない。 

 (14) 補助金は、申請による使途以外の用途に使用してはならない。 

 （状況報告） 

第８条 補助事業の遂行状況については、次に掲げるところにより市長に報告しなければならない。 

 (1) 補助事業者は、請負工事契約（入札）を実施しようとするときは、契約方法及び入札参加事業者事前報告書(様

式第 4 号)を入札実施の通知日の１週間前までに提出しなければならない。 

 (2) 補助事業者は、請負工事契約を締結したときは、契約内容(入札結果)報告書（様式第４号の２）を契約締結後、

１週間以内に提出しなければならない。 

 (3) 補助事業者は、工事に着手したときは、工事着工報告書を（様式第４号の３）を工事着工の日から１週間以内

に提出しなければならない。 

 (4) 補助事業者は、工事進捗状況について、１２月末現在の状況を工事進捗状況報告書（様式第４号の４）により

翌年の１月１０日までに報告しなければならない。 

 （事情変更による取消通知書等） 

第９条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市介護施設等整備費補助金交付決定取消通知書（様式第５号）

又は大津市介護施設等整備費補助金交付決定変更通知書（様式第６号）により行うものとする。 

 （補助事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第１０条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、大津市介護施設等整備費

補助事業変更承認申請書（様式第７号）又は大津市介護施設等整備費補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第８

号）とする。 

２ 前項の変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 変更後の申請額算出内訳書 

 (2) 変更後の事業計画書 

 (3) 変更後の収支予算書 

 （承認通知書等） 

第１１条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市介護施設等整備費補助事業変更承認決定通知書（様式 

第９号）若しくは大津市介護施設等整備費補助事業中止（廃止）承認決定通知書（様式第１０号）又は大津市介 

護施設等整備費補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１１号）若しくは大津市介護施設等整備 

費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

 （実績報告書） 

第１２条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市介護施設等整備費補助 

事業実績報告書（様式第１３号）とする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 精算額算出内訳書 

 (2) 事業実績報告書 

 (3) 収支決算書 

(4) 領収書等の写し（明細のわかるもの） 

（確定通知書） 

第１３条 規則第１５条の規定による通知は、大津市介護施設等整備費補助金確定通知書（様式第１４号）により行

うものとする。 



 

（交付請求書） 

第１４条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市介護施設等整備 

費補助金交付請求書（様式第１５号）とする。 

 （一括又は分割による交付請求書） 

第１５条 規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求

書は、大津市介護施設等整備費補助金交付請求書（様式第１６号）とする。 

 （取消通知書） 

第１６条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市介護施設等整備費補助金交付決定取消通知書（様式第 

１７号）により行うものとする。 

 （返還通知書） 

第１７条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市介護施設等整備費補助金返還通知書（様式第 

１８号）により行うものとする。 

 （その他）  

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱（平成７年４月１日制定）は、廃止する。 

３ この要綱による補助金のうち介護施設等（特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）及び短期入所生活介護の事

業を行う施設（特別養護老人ホームに併設され、これと一体的に運営されるものに限る。）であるものに限る。）の

施設整備を補助対象事業とするものについては、令和９年３月３１日までに廃止するものとする。 

４ この要綱による補助金のうち介護施設等（前項に掲げるものを除く。）の施設整備を補助対象とするものについて

は、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金若しくは地域介護・福祉空間整備推進交付金又は滋賀県地域密

着型サービス施設等整備費補助金若しくは滋賀県介護施設等開設準備経費補助金の交付措置が終了するに至った

ときは、その廃止を含め、必要な措置を講ずるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年７月１日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱（以下「新要

綱」という。）の規定は、平成１１年度の補助金から適用する。ただし平成１０年度からの継続事業については、新要

綱別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年７月１日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱（以下「新要

綱」という。）の規定は、平成１３年度の補助金から適用する。ただし平成１２年度からの継続事業については、新要

綱別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年１月３１日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、

平成１４年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年５月１日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平

成１５年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年８月１日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平

成１５年度の補助金から適用する。ただし、平成１４年度からの継続事業については、今回の別表の改正にかかわら

ず、なお、従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年１２月１日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、



 

平成１６年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年６月２９日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、

平成１７年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年９月８日から施行し、改正後の大津市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平

成１８年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年１２月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年３月１８日から施行し、平成２２年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年６月２９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定（「平成３１年３月３１日」を「令

和３年３月３１日」に改める部分に限る。）は、同年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行し、改正後の大津市介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、令和元

年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月９日から施行し、改正後の大津市介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、令和２年

度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年９月２９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、同年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１２月１５日から施行し、改正後の大津市介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、令和

４年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。 

附 則 



 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

１ 介護施設等 

施設種別 根拠法令 

特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第８条第２７項 

特別養護老人ホーム 

（地域密着型介護老人福祉施設） 
老人福祉法第２０条の５、介護保険法第８条第２２項 

短期入所生活介護の事業を行う施設 介護保険法第８条第９項 

介護老人保健施設 介護保険法第８条第２８項 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事

業を行う施設 
介護保険法第８条第１５項 

認知症対応型通所介護の事業を行う施設 介護保険法第８条第１８項 

小規模多機能型居宅介護の事業を行う施

設 
介護保険法第８条第１９項 

グループホーム 

（認知症対応型共同生活介護の事業を行

う施設） 

介護保険法第８条第２０項 

看護小規模多機能型居宅介護の事業を

行う施設 
介護保険法第８条第２３項第１号 

通所介護の事業を行う施設 介護保険法第８条第７項 

地域密着型通所介護の事業を行う施設 介護保険法第８条第１７項 

養護老人ホーム 老人福祉法第２０条の４ 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 老人福祉法第２０条の６ 

有料老人ホーム 老人福祉法第２９条第１項 

 

２ 施設整備 

整備区分等 整備内容 

創設 新たに施設を整備すること。 

増築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をすること。 

大規模修繕 

竣工から一定年数（２０年）を経過した既存施設において、本体の躯体工事に及ぶ

かどうかは問わず、次のいずれかに該当する整備をすること。 

⑴ 使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋

上等の防水工事等施設の改修工事 

⑵ 使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、

消防用設備等付帯設備の改造工事 

⑶ 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の

新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となっ

た冷暖房設備の改造工事 

⑷ 居室と避難通路（バルコニー）等との段差の解消を図る工事や自力避難が困

難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改

修工事 

⑸ アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事 

⑹ 消防法設備等（スプリンクラー設備等を除く｡)について、消防法令等が改正さ

れたことに伴い、新たに必要となる設備の整備 

⑺ 滋賀県が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されて

いる施設の防災対策上必要な補強改修及び設備の整備 

⑻ 施設事業を行う場合に必要な既存建物（賃貸物件を含む｡)のバリアフリー化工



 

事等施設等の基盤整備を図るための改修工事 

⑼ 地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補強のために必要な補

強改修工事 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる上記に準ずる工事 

施設開設準備経費 
介護施設等の開設、既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護医療院

への転換の際に必要となる設備整備、職員の雇用その他の準備を行うこと。 

スプリンクラー設備等整

備 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱（平成１８年５月２９日付け老発第

０５２９００１号厚生労働省老健局長通知）に定めのある既存の小規模高齢者施設

等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうちスプリンクラー設備を設置す

る事業を行うこと。 

消火ポンプユニット等設

置 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある既存の小規模高齢

者施設等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうち消火ポンプユニット等

を設置する事業（スプリンクラー設備を設置する事業と併せて行うものに限る。）を

行うこと。 

自動火災報知設備整備 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある既存の小規模高齢

者施設等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうち自動火災報知設備を

設置する事業を行うこと。 

火災報知設備整備 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある既存の小規模高齢

者施設等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうち消防機関へ通報する

火災報知設備を設置する事業を行うこと。 

防災改修等 
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある認知症高齢者グル

ープホーム等の防災改修等支援事業の対象事業を行うこと。 

非常用自家発電設備整

備 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある認知症高齢者グル

ープホーム等の防災改修等支援事業の対象事業のうち非常用自家発電設備整備

事業を行うこと。 

水害対策強化整備 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある認知症高齢者グル

ープホーム等の防災改修等支援事業の対象事業のうち水害対策強化事業を行う

こと。 

給水設備整備 
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある高齢者施設等の給

水設備整備事業の対象事業を行うこと。 

ブロック塀等改修整備 
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある高齢者施設等のブ

ロック塀等改修整備事業の対象事業を行うこと。 

換気設備整備 
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある高齢者施設等の換

気設備整備事業の対象事業を行うこと。 

 



別表第2（第3条関係）

施設種別 補助対象者 補助基本額 補助単位 補助率 備考

創設・増築 2,800,000 定員1人当たり 10/10
ユニット型個室の整備のみを対象とする。
ただし、補助基本額は補助対象総事業費の2分の1を上限とする。

大規模修繕 1,230,000 定員1人当たり 10/10
補助基本額は補助対象総事業費の2分の1を上限とする。
ただし、補助は同一施設に対して1回限りの交付とするものとする。

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

創設 4,480,000 定員1人当たり 10/10
ユニット型個室の整備のみを対象とする。
「滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱」に基づき本
市が「施設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

施設開設準備経費 839,000 定員1人当たり 10/10
「滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱」に基づき本市が「施
設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

15,400,000 1施設当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

短期入所生活介護の事業を行う
施設（特別養護老人ホーム（介
護老人福祉施設）に併設され、こ
れと一体的に運営されるものに
限る。）

社会福祉法人 創設 2,800,000 定員1人当たり 10/10
ユニット型個室の整備のみを対象とする。
ただし、補助基本額は補助対象総事業費の2分の1を上限とする。

創設 4,480,000 定員1人当たり 10/10
ユニット型個室の整備のみを対象とする。
「滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱」に基づき本
市が「施設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

施設開設準備経費 839,000 定員1人当たり 10/10
「滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱」に基づき本市が「施
設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

15,400,000 1施設当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

整備区分

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

社会福祉法人 非常用自家発電設備整備

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

水害対策強化整備

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備

特別養護老人ホーム
（地域密着型介護老人福祉施
設）

社会福祉法人

防災改修等

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備

短期入所生活介護の事業を行う
施設（特別養護老人ホーム（地
域密着型介護老人福祉施設）に
併設され、これと一体的に運営さ
れるものに限る。）

社会福祉法人

介護老人保健施設 社会福祉法人、医療法人

防災改修等

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

非常用自家発電設備整備

水害対策強化整備

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備



別表第2（第3条関係）

施設種別 補助対象者 補助基本額 補助単位 補助率 備考整備区分

創設 5,940,000 1施設当たり 10/10
「滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱」に基づき本
市が「施設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

施設開設準備経費 14,000,000 1施設当たり 10/10
「滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱」に基づき本市が「施
設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

7,730,000 1施設当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

創設 11,900,000 1施設当たり 10/10
「滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱」に基づき本
市が「施設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

7,730,000 1施設当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

創設 33,600,000 1施設当たり 10/10
「滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱」に基づき本
市が「施設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

施設開設準備経費 839,000
宿泊定員１人
当たり

10/10
「滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱」に基づき本市が「施
設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

9,710 1㎡当たり 10/10

消火ポンプユニット等設置加算 2,440,000 1施設当たり 10/10

1,080,000 1施設当たり 10/10

325,000 1施設当たり 10/10

7,730,000 1施設当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

7,730,000 1施設当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護の事業を行う施設

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人 防災改修等 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市

が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

認知症対応型通所介護の事業
を行う施設

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

防災改修等 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

小規模多機能型居宅介護の事
業を行う施設

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

スプリンクラー設備等整備

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

自動火災報知設備整備

火災報知設備整備

防災改修等

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備

グループホーム
（認知症対応型共同生活介護の
事業を行う施設）

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

防災改修等

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備



別表第2（第3条関係）

施設種別 補助対象者 補助基本額 補助単位 補助率 備考整備区分

創設 33,600,000 1施設当たり 10/10
「滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱」に基づき本
市が「施設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

施設開設準備経費 839,000
宿泊定員１人
当たり

10/10
「滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱」に基づき本市が「施
設整備計画」を策定し、滋賀県において採択された事業に限る。

9,710 1㎡当たり 10/10

消火ポンプユニット等設置加算 2,440,000 1施設当たり 10/10

1,080,000 1施設当たり 10/10

325,000 1施設当たり 10/10

7,730,000 1施設当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

通所介護の事業を行う施設

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

総事業費 1施設当たり 3/4
「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

地域密着型通所介護の事業を
行う施設

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

総事業費 1施設当たり 3/4
「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

9,710 1㎡当たり 10/10

消火ポンプユニット等設置加算 2,440,000 1施設当たり 10/10

1,080,000 1施設当たり 10/10

325,000 1施設当たり 10/10

1,230,000 定員1人当たり 10/10
補助基本額は補助対象総事業費の2分の1を上限とする。
ただし、補助は同一施設に対して1回限りの交付とするものとする。

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

看護小規模多機能型居宅介護
の事業を行う施設

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

スプリンクラー設備等整備

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

自動火災報知設備整備

火災報知設備整備

防災改修等

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備

ブロック塀等改修整備

ブロック塀等改修整備

通所介護、地域密着型通所介護
又は認知症対応型通所介護の
事業を行う施設（利用者に宿泊
サービスを提供する施設に限
る。）

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

スプリンクラー設備等整備

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。自動火災報知設備整備

火災報知設備整備

養護老人ホーム 社会福祉法人

大規模修繕

非常用自家発電設備整備

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

水害対策強化整備

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備



別表第2（第3条関係）

施設種別 補助対象者 補助基本額 補助単位 補助率 備考整備区分

15,400,000 1施設当たり 10/10

9,180,000 1施設当たり 1/2

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

総事業費 1施設当たり 3/4

4,000 1㎡当たり 10/10

軽費老人ホーム（ケアハウス） 社会福祉法人

防災改修等

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。

非常用自家発電設備整備

水害対策強化整備

給水設備整備

ブロック塀等改修整備

換気設備整備

　施設の創設・増築については、大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく施設整備で、大津市地域密着型サービス・施設サービス審査委員会において、補助金交付対象として採択されたものを対象とする。
※補助基本額に補助率を乗じた額を交付する補助金の上限額として予算の範囲内で補助する。
※補助対象となる事業費から寄附金等を差し引いた額と、補助基本額とを比較して少ない方を補助金額とする。
※算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

有料老人ホーム

社会福祉法人、医療法
人、特定非営利活動法人
その他市長が適当と認め
る法人

ブロック塀等改修整備 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」に基づき、本市
が「防災・減災等事業整備計画」を策定し、国において採択された事業に
限る。換気設備整備

※特別養護老人ホーム、認知症対応型通所介護の事業を行う施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護の事業を行う施設及び看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う


